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2014 年度夏学期国際法第２部レジュメ（寺谷担当部分）（３） 

2014・７・９ 配信 

寺谷広司 

 

３．軍縮 
 

３－A．総説 
 

３－A－（１）理論的位置づけ 
 

a. 「軍縮」概念 

軍縮（disarmament）：軍備管理（arms control）概念とは一応区別されつつ、軍備の撤廃

ないし全面完全軍縮を究極の目標として、軍備の一定の制限や削減を定める部分的措置を

も含む広い意味で用いられている。 

軍備管理：軍事能力バランスを維持し、国際的軍事環境の悪化を避けるための軍

備プロセスの管理 

 

b. 軍縮と国際法 

・軍縮をより永続的で、確実なものとするためには、条約の形で実現していくことが有用

だと考えられる。 

・武力紛争法と異なり、平時の、より広い義務である。もっとも、両方の性格を有するも

のもある。ex.97 年対人地雷条約 

・重要な国際公益である。cf.国家責任条文第 42 条 

 

c. とくに核兵器使用の合法性に関して 

1963 年原爆判決（下田判決）【資料１】 

ICJ 核兵器使用合法性勧告的意見【資料２】【百選 113】 

法意識：【資料３】 

 

 

３－A－（２）歴史 

 

a. 第２次大戦以前の軍縮交渉 

・カント（1795 年）の第３条項【資料４】 

・第１回・第２回ハーグ平和会議（1899 年、1907 年）。国際連盟規約８条。 

・1922 年ワシントン条約、1930 年 ロンドン海軍条約。 
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b. 第２次大戦以後――国連において 

・憲章作成時、軍縮よりも集団安全保障に重点が置かれた。 

・国連憲章第 11 条、第 26 条。 

・憲章が採択されて１ヶ月あまり後に広島・長崎に核兵器が投下される。 

・原子力委員会（Atomic Energy Commission）が設置される。さらに、47 年２月に通常

軍備委員会（Commission for Conventional Armaments）を設置。 

・両者が統合されて軍縮委員会となるも、ソ連がメンバーシップに不満を表明し、50 年代

に活動を停止。以降、多数国間の枠組みはジュネーヴ軍縮会議が主たる交渉の場となる。 

・もっとも、国連特別総会第１回（1978 年）：【資料５】。また、国連総会第１委員会の活動

がある。 

 

c. 第２次大戦以後――ジュネーヴ軍縮会議において 

・1959 年の米ソ合意によって、10 ヶ国軍縮委員会が、そしてこれが 18 カ国軍縮委員会と

して 62 年より活動を開始する。東西同数が原則。 

・メンバー増を重ね、さらに 1978 年の第 1 回国連軍縮特別総会においてこの委員会の改革

がなされ、軍縮委員会（Conference on Disarmament）となる。 

 

d. 第２次大戦以後――国際世論 

・1955 年ラッセル・アインシュタイン宣言【資料６】、1955 年 第 1 回原水爆禁止世界大会

宣言【資料７】 

・第２次世界大戦の冷戦を特徴づけたものの一つは、新しい兵器、核兵器の登場である。

ここで、不意打ちの効果が人類の滅亡に至るとまで考えられた。 

 

 

３－Ｂ．核兵器 
 

３－Ｂ－（１）米ソ（ロ）による二国間交渉 
 

a. 戦略兵器制限交渉（SALT：Strategic Arms Limitation Talks） 

 

1969 年：SALT 開始。 

1972 年：対弾道ミサイル条約（ABM 条約）(Treaty between the United States of America 

and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Anti-Ballistic Missile 

System)と戦略攻撃兵器制限暫定協定が署名･批准された。【資料８】 

 ・協定の有効期限は５年。 
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 ・大陸間弾道ミサイル（ICBM：Inter Continental Ballistic Missile）・潜水艦発

 射弾道ミサイル（SLBM：Submarine Launched Ballistic Missile）の制限。 

1979 年：戦略攻撃兵器制限条約（SALT II 条約）が署名【資料９】。しかし米国内では自国

が不利と考え批准されず。 

 

・背景には相互確証破壊戦略（MAD: Mutual Assured Destruction）がある。これが冷戦

を背景に採用される。 

 

b.中距離核戦力（INF：Intermediate-range Nuclear Forces）交渉 

・1987 年に中距離核戦略条約（INF 条約）が署名される。 

・以前の上限設定などと異なる、一定のカテゴリーの兵器を全廃する画期的な内

容。 

・冷戦終結に重要な役割を果たす。 

 

c. 戦略兵器削減条約（START：Strategic Arms Reduction Treaties） 

・1991 年に START I【資料 10】が署名される。 

・戦略運搬手段（ICBM、SLBM、重爆撃機）を 1600 に削減。 

 ・さらに、92 年 5 月リスボン議定書（START I 議定書）【資料 11】 

・1993 年 1 月：START II【資料 12】が署名される。 

・2002 年５月：戦略攻撃力削減条約が署名される。【【資料 13 

 

d. 攻撃兵器と防衛兵器 

・1972 年の ABM（Anti-Ballistic Missile）条約の署名・批准。しかし、1983 年にレーガ

ン大統領が、戦略防衛構想（SDI: Strategic Defense Initiative）を提唱する。1985 年 米

政府は ABM 条約の新しい解釈を展開する。 

・クリントン政権は TMD（Theater Missile Defense; 戦域ミサイル防衛）を推進する。 

・NMD（National Missile Defense; 国家ミサイル防衛）の開発が決定される。 

・2001 年にブッシュ政権（子）が誕生し、01 年 12 月に ABM 条約からの脱退をロシアに

通告した。【資料 14】 

・米国は、ミサイル防衛について何ら規制されなくなった。 

 

e. 戦略攻撃力削減条約 

・2002 年 5 月：戦略攻撃力削減条約に日ロが署名。 

 

f. オバマ政権下の変化 
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【資料 15：オバマ大統領演説（09 年４月５日。プラハ。）】 

→2010 年４月米ロ核軍縮条約に両国が署名：（戦略核をそれぞれ 1550 発以下に削減する新

たな核軍縮条約） 

 

３－Ｂ－（２）核兵器の不拡散 
 

a. NPT（Non-Proliferation Treaty）体制 

・1968 年署名、70 年発効。【資料 16：ジョンソン米国大統領の声明】 

・最大の問題と認識されたのは、核兵器国と非核兵器国を分ける不平等性である。【第９条

３項】 

この体制は、主権平等の建前からは導き得ぬ体制であり、また、軍事大国による核兵器

の独占を正当化するものだった。 

・不平等性故にこの条約の見直しが予定されており【第 10 条２項】、95 年に、条約の無期

限延長が決定された【資料 17】。 

 

b. 核拡散問題（NPT の枠外の国々） 

・インドの立場：【資料 18】 

・インドとパキスタンの核実験【『資』19～21】 

・さらに、インドにつき、 

・2008 年米印原子力協力協定が NPT 体制にとっての重大な問題となっている。

インドを事実上、核兵器国として認めることになる。原子力供給国グループもイ

ンドの例外化を認める。 

・NPT１条や、安保理決議 1172 との牴触の可能性が高い。 

・イスラエル：事実上の保有が知られる。 

 

c.核拡散問題（NPT の枠内の国々・枠内にあった国々） 

・イラク【資料 22】 

・北朝鮮 

・1993 年 NPT 脱退声明  

・1995 年に朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）が設置される。【資料 23】  

・2006 年に北朝鮮核実験。→安全保障理事会決議 1718。2009 年に二度目の核実

験。 

・イラン･･･現在、安保理で審議が進行中 

 

d. テロリストへの拡散の危険性とそれへの対処 
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e. 解決策の模索 

①不平等性にどう対処するか。核兵器をもつことを、大国化を意味させずに、核廃棄に成

功した事例を生かすこと。 

 ・南アの経験･･･1991 年までに核爆発装置を全て廃棄する。NPT に非核兵器国

 として加入、1993 年に保有していた核兵器が全て廃棄されたことが公表される。 

 ・リビアの経験･･･2003 年 12 月に、リビアは核開発計画を放棄する。2004 年に

 は CTBT を批准する。 

 ・非核兵器地帯やそれに類する試み（後述）の拡大 

②平和利用との関係をどのように調整するか（もちろん、核兵器製造のための知識自体を

なくすことは出来ない。）適切な管理の必要。 

③非国家主体への拡散にどう対処するか？ 

 ・【核テロ防止条約】（2005 年採択、07 年効力発生）。 

 ・ 2010 年４月核テロ保安サミット 

 ・ 拡散防止構想 Proliferation Security Initiative; PSI）海洋航行不法行為防止条約およ

び改正議定書 

 

３－Ｂ－（３）核兵器の実験禁止 
 

a. 部分的核実験禁止条約とその後 

・部分的核実験禁止条約（PTBT: Partial Test Ban Treaty）：米英ソ：1963 年署名・発効 

 ・しかし、地下の核実験は禁止されておらず。 

・核実験事件【資料 24】：核実験事件に関する豪仏の態度 

 

b. 包括的核実験禁止条約ほか 

・包括的核実験禁止条約（CTBT: Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty） 

・しかし、未臨界実験が可能。 

・クリントン政権が各国に先駆けて署名するも、99 年に共和党主導の上院が批准

を否決。そのため、他国への説得力を失う。 

・オバマ政権下では、CTBT 批准を目指すことが示された。 

 

３－Ｂ－（４）非核兵器地帯の設置 

 
非核兵器地帯：特定地域の複数国家によって設定された核兵器の生産や取得のみならず、

他国による核兵器の配備をも禁止した地域 

 消極的安全保証：negative security assurance：核兵器を保有していない国に対し

 て核兵器を使用しないという約束（←→積極的安全保証） 
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a. 核兵器地帯条約 

①1967 年トラテロルコ条約（ラテン・アメリカ核兵器禁止条約） 

②1985 年ラロトンガ条約（南太平洋非核地帯条約） 

③1995 年バンコク条約（東南アジア非核兵器地帯条約）（97 年発効） 

④1996 年ペリンダバ条約（アフリカ非核兵器地帯条約）（未発効） 

⑤中央アジア非核兵器地帯条約（セミパラチンスク条約、2006 年署名、2009 年発効） 

・その他 

 

b. その他の同種の試み 

・南極、宇宙、海底：【1971 年海底非核化条約】 

・日本につき、日本国憲法と非核三原則【資料 25】、武器輸出三原則【資料 26】から防衛

装備移転三原則【資料 27】へ 

・モンゴル：1998 年に非核兵器地帯として国連総会で承認される。 

 

c. 最近の動き 

・2015 年ＮＰＴ運用検討会議（第３回準備委員会が 2014 年４－５月に開催） 

・マーシャル諸島がＮＰＴ加盟国をＮＰＴ６条違反でＩＣＪに提訴（2014 年４月）。 

 

３－Ｃ．その他の兵器 

 割愛 

 

 

３－Ｄ．履行確保 

 

a. 初期の規制 

 履行確保のための手続き規定がない。【1925 年毒ガス等禁止議定書（ジュネーヴ議定書）】 

b. 核兵器 

・運用検討会議【核兵器不拡散条約第８条３項】 

・ＩＡＥＡの活用【ＩＡＥＡ憲章第３条Ａ５】（核兵器不拡散条約第８条３項に基づき） 

・国連諸機関【国際原子力機関憲章第３条Ｂ４、５項；第 12 条Ｃ項；第３条Ｂ４項；第 17

条Ｂ項】 

【日・ＩＡＥＡ保障措置協定（1977 年）】 
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c. 生物兵器 

・検討会議【生物兵器禁止条約第 12 条】 

・国連安保理への付託【生物兵器禁止条約第６条、７条】 

 

d. 化学兵器 

・化学兵器禁止機関（OPCW: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）の

設立【化学兵器禁止条約第８条】 

・国連諸機関との協同（国連安保理、総会からの注意喚起【化学兵器禁止条約第 12 条４項、

第８条 36 項】、国際司法裁判所への紛争付託【第 14 条２項】、勧告的意見【第 14 条５項】、

など） 

e. 非国家主体への大量破壊兵器の不拡散 

・1540 委員会【安保理決議 1540】 

 

＊ ＊ ＊ 【資料】 ＊ ＊ ＊ 

 

【資料１】 

 
 

【資料２】 
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【資料３】 

 

【資料４】 
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【資料５】 
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【資料６】 

 

 

【資料７】 

 
 

【資料８】 
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【資料９】 
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【資料 10】 

 

【資料 11】 

 

 

【資料 12】 
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【資料 13 

 

 

 

 

【資料 14】 
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【資料 15】 

オバマ大統領演説（09 年４月５日。プラハ。） 

…… Just as we stood for freedom in the 20th century, we must stand together for the right of people 

everywhere to live free from fear in the 21st century. (Applause.) And as nuclear power -- as a nuclear 

power, as the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral 

responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor alone, but we can lead it, we can start it. 

First, the United States will take concrete steps towards a world without nuclear weapons. ……Second, 

together we will strengthen the Nuclear Non-Proliferation Treaty as a basis for cooperation. 

＜意義＞核兵器を最初に使用した国の責任をいう。また、ロシアとの新しい戦略兵器削減条約を 09 今年中

に交渉すること、CTBT 批准を目指すこと、カットオフ条約を目指すことなどを演説する。 

 

＊ ＊ ＊ 

【資料 16】 

 

【資料 17】 

 
 

【資料 18】 
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【資料 19】 

 
【資料 20】 
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【資料 21】 



17 
 

 
【資料 22】 

 
 

【資料 23】 

 
 

＊ ＊ ＊ 

 

【資料 24】 
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【資料 25】 

 
 

非核三原則に関する国会決議 

＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/gensoku/ketsugi.html＞ 

非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する衆議院決議（1971 年（昭和 46 年）11 月 24 日） 

 

○  政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずの非核三原則を遵守するとともに、沖縄返還

時に適切なる手段をもって、核が沖縄に存在しないこと、ならびに返還後も核を持ち込ませないことを明

らかにする措置をとるべきである。 

2．  核兵器不拡散条約採決後に衆議院外務委員会において採択された決議（1976 年（昭和 51 年）4

月 27 日） 
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 核兵器の不拡散条約の批准に関し、核拡散の危機的状況にかんがみ、政府は、左の事項につき誠実に努

力すべきである。 

（1）  政府は、核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずとの非核三原則が国是として確立されている

ことにかんがみ、いかなる場合においても、これを忠実に履行すること。 

（2）  非核兵器国の安全保障の確保のため、すべての核兵器国は非核兵器国に対し、国連憲章に従っ

て、核兵器等による武力の威嚇または武力の行使を行わざるよう我が国は、あらゆる国際的な場において

強く訴えること。 

（3）   

（イ）  唯一の被爆国として、いかなる核実験にも反対の立場を堅持する我が国は、地下核実験を含め

た包括的核実験禁止を訴えるため、今後とも一層の外交的努力を続けること。 

（ロ）  我が国は、すべての核兵器国に対し、核兵器の全廃を目指し、核軍備の削減、縮小のため誠実

に努力するよう訴えること。 

（4）  我が国の原子力の平和利用の前提条件として安全性の確保に万全に期し、政府は、自主、民主、

公開の原則にたち、原子力の平和利用の研究、開発及び査察の国内体制の速やかな整備をするとともに、

核燃料供給の安定的確保に努めること。 

（5）  世界の平和維持に非核化地帯構想が重要な意義を有していつことにかんがみ、我が国はこの為

に国際的な努力をすること。 

※  なお、上記決議採択後に行われた宮沢外務大臣発言は次のとおり。 

 ただいま核兵器の不拡散に関する条約につき、本外務委員会の御承認をいただきましたことを厚くお礼

を申し上げます。 

 この条約の審議に当たりまして、長い間あらゆる角度から御熱心な議論を尽くされました各位の御努力

に対しまして敬意を表したいと存じます。 

 ただいま採択されました御決議につきましては、政府としては、本件決議が委員会の全会一致をもって

可決されたことを十分に踏まえて施策を講じてまいるべく最善の努力を払う決心でございます。 

第 2 回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議（1982 年（昭和 57 年）5 月 27 日）及び参議院本

会議決議（1982 年（昭和 57 年）5 月 28 日） 

 

 核軍縮を中心とする世界の軍縮の促進は、恒久の平和を願い非核三原則を国是として堅持する我が国国

民の一致した願望であり、真の平和と安全を希求する諸国民の共通した念願でもある。 

 かかる諸国民の共通の悲願にもかかわらず、現下の国際情勢は極めて厳しく、核兵器、通常兵器の区別

なくはてしない軍備拡張が行われ、特に、限定・全面核戦争を問わず、核兵器は人類の生存に最も深刻な

脅威を与えており、広島、長崎の惨禍が再び繰り返されないよう、核兵器の廃絶を求める声が近時世界各

地に急速に広がっている。 

 このような国際情勢の中で、本年 6 月第 2 回国際連合軍縮特別総会が開催され世界的規模で軍縮問題が

討議されることは、誠に意義深いものがある。 

 この際、本院は、この総会において軍縮を一層促進させるため、政府が左の事項につき誠実に努力する
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よう要請する。（、、、） 

 

【資料 26：武器輸出三原則等】 

 

1.武器輸出三原則（1967.4.21) 

 武器輸出三原則とは、次の三つの場合には武器輸出を認めないという政策をいう。 

（1）共産圏諸国向けの場合 

（2）国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合 

（3）国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合 

[佐藤総理（当時）が衆院決算委（1967.4.21)における答弁で表明] 

2.武器輸出に関する政府統一見解(1976.2.27)  

 「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長する

ことを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理する

ものとし、その輸出を促進することはしない。 

（1）三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。 

（2）三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武

器」の輸出を慎むものとする。 

（3）武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。 

[三木総理（当時）が衆院予算委（1976.2.27)における答弁において「武器輸出に関する政府統一見解」と

して表明]  

（注）わが国の武器輸出政策として引用する場合、通常、「武器輸出三原則」（上記 1.)と「武器輸出に関す

る政府統一見解」（上記 2.)を総称して「武器輸出三原則等」と呼ぶことが多い。 

＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/mine/sanngen.html＞ 014 年 7 月 7 日アクセス 

 

Cf.国家安全保障戦略 

（国家安全保障会議決定、閣議決定） 

<http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/20131217

-1_1.pdf> 

 

【資料 27】防衛装備移転３原則（2014 年４月 1 日） 
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外務省<http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000805.html> 

閣議決定<http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000033552.pdf> 

経済産業省<http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140401001/20140401001.html> 

 

Cf:【資料】ODA 見直しの動き 

「ODA 大綱見直しに関する有識者懇談会報告書」（2014 年６月） 

< http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/kaikaku/taikou_minaoshi/> 

 

 

※断りのない限り、資料は全て、『資料で読み解く国際法』（大沼保昭編、第２版）より。 
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